
令和７年度山口県
公共工事労働安全講習会

～建設現場における働き方改革について～

山口労働局労働基準部監督課
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１（１） 賃金支払いの原則

賃金からの控除には賃
金控除協定が必要です。
控除協定があったとし
ても
「購買代金、社宅、寮
その他の福利、厚生施
設の費用、社内預金、
組合費等事理明白なも
の」に限られます。
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１（２） 最低賃金
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１（３） 最低賃金額との比較方法

【月給制労働者の比較例】
1日所定労働時間8時間
年間労働日260日（年間休日105日）
月額180,000円
→
180,000÷（260×8÷12）
≒1,038円＜1,043円（山口県最賃）
→最低賃金法違反となります。
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２（１） 労働時間の原則
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２（２） 労働時間 上限規制

詳しく
はこち
ら↓
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２（３） 労働時間 36協定各種様式

36協定記載例 様式第9号
（×災害時における復旧及び復興の事業）
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２（４） 労働時間 36協定各種様式

36協定記載例 様式第9号の２（2枚目 1枚目は様式
第9号と同じ）×災害時における復旧及び復興の事業
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２（５） 労働時間 36協定各種様式

36協定記載例 様式第9号の３の２
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２（６） 労働時間 36協定各種様式

36協定記載例 様式第9号の３の３
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２（７） 36協定のチェックポイント
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２（８） 労働時間 労基法139条

Q１ 法139条第１項の「災害時における復旧及び復興の事業」の範囲は
どのようなものですか。

A１ 法139条第１項の「災害時における復旧及び復興の事業」とは、災
害により被害を受けた工作物の復旧及び復興を目的として発注を受けた
建設の事業をいい、工事の名称等にかかわらず、特定の災害による被害
を受けた道路や鉄道の復旧、仮設住宅や復興支援道路の建設などの復旧
及び復興の事業が対象となります。

例 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用を受ける災害復旧事
業（関連事業等を含む。）、国や地方自治体と締結した災害協定に基づ
く災害の復旧の事業、維持管理契約内で発注者（民間も含む。）の指示
により対応する災害の復旧の事業等
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２（９） 労働時間 労基法139条

Q２ 「災害時における復旧及び復興の事業」のみに従事した月につい
て、時間外・休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以
内とする要件はどのように適用されますか。

A２ 「災害時における復旧及び復興の事業」のみに従事した月につい
ては、時間外・休日労働合計単月100時間未満、複数月平均80時間以内
とする要件は適用されません。したがって、当該月については、複数月
平均80時間以内とする要件の算定期間の６か月から除外されます。

なお、「災害時における復旧及び復興の事業」であっても、時間外労
働が月45時間を超える月は６回まで、時間外労働は年720時間以内とす
る要件は適用されます。

法139条第１項が適用される労働時間については通常の労働時間と分
けられるよう管理する必要があります。
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２（10） 労働時間 労基法139条

Q３ ある月に①一般の工事 ②「災害時における復旧及び復興の事
業」に該当する工事の両方に従事した場合はどのように適用されますか。

A３ ②「災害時における復旧及び復興の事業」に該当する工事に従事
した時間については適用されず、①一般の工事に従事した時間のみに適
用されます。

なお、時間外労働が月45時間を超える月は６回まで、時間外労働は年
720時間以内とする要件は、①及び②の両方の時間に適用されます。
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２（11） 労働時間 労基法33条

労働基準法第33条
「災害その他避けるこ
とのできない事由」
に該当する場合には、
労働基準監督署長に許
可申請（届）を行うこ
とにより、36協定で
定める限度とは別に時
間外・休日労働を行わ
せることができます。
その場合、時間外労働
の上限規制はかかりま
せん。
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２（12） 労働時間 労基法33条
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２（13） 労働時間 労基法33条
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２（14） 労働時間 労基法139条と労基法33条
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Q4 法139条第１項と法33条第１項は具体的にどのような違いがありますか。

A4 次のような違いがあります。
なお、いずれの場合でも割増賃金の支
払、時間外・休日労働が80時間を超え
た場合の医師による面接指導の実施が
必要です。

※人命や公益の確保の観点から急務でない
もの、復興段階における工事は法33条１項
の対象とはならない。



２（15） 長時間労働者への医師による面接指導

過重労働による脳・心臓疾患等
の健康障害の発症を予防するた
め、
事業者は長時間の時間外・休日
労働等をしている労働者に対し
て、医師による面接指導を実施
しなければなりません。
面接指導により、当該労働者の
健康状況を把握し、これに応じ
て本人に対する指導を行うとと
もに、その結果を踏まえた事後
措置を講じます。
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２（16） 労働時間の考え方
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２（17） 労働時間になるかが問題になりやすいケース
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２（18） 労働時間になるかが問題になりやすいケース
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３（１） 年次有給休暇（取得率の推移）
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令和5年の年次有給
休暇の取得率は
65.3％と、前年よ
り3.2ポイント上昇
し、昭和59年以降
過去最高となった
ものの、政府目標
である70％は未達
成の状況である。



３（２） 年次有給休暇

働き方・
休み方改
善ポータ
ルサイト

↓
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４（１） 適正な工期の確保に向けた受発注者の責務
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建設業で働く方はインフラを支え、災害があれば復旧・復興のた
めに駆け付けて人々の暮らしを守ってくれる「地域の守り手」であ
り、社会になくてはならない存在です。
こうした方の総実労働時間は全産業と比べて長く、休日も少ない

傾向にあり、他の産業に比べても高年齢化とともに人手不足が深刻
化していることから、働き方改革を進めるためには、工事を発注す
る方の協力が不可欠です。

・建設業で働く方の労働時間、休日の現状
天候に左右されながら工期（納期）までに完成させる必要がある

建設業では、施工状況の管理・監督を行う技術者の方は、夕方に
なって職人と呼ばれる技能者の方が帰宅した後も事務所内で内勤を
遅くまで行い、技能者の方も現場が稼働するなら土曜日も働くなど、
技術者・技能者ともに４週８休（週休２日）の確保ができていない
場合が多いのが現状です。
こうした結果、建設業では、年間の出勤日数は全産業と比べて12

日多く、総実労働時間は全産業と比べて70時間程度長いデータと
なっています（厚生労働省「毎月勤労統計調査」）。



４（２） 適正な工期の確保に向けた受発注者の責務
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・適正な工期の設定（休日の拡大・時間外労働の削減）
建設業界では、国土交通省や県などの公共工事における週休2日制

モデル工事の拡大や、「建設現場を土日一斉閉所」とする啓発に取
り組まれています。
一方、民間工事では、工事高は売上に直結することもあって、週2

日の休日を確保するまでに進んでいませんが、工事の発注又は受注
に当たっては、「長時間労働をしない・させない」「土日を閉所す
る」等を前提とした工期設定（契約）とすることが大切です。

・新技術を取り入れた工法の確立（生産性向上）
時間外労働の制限や週休2日などにより減ることとなる稼働時間と完
成工期のバランスを保つには、すでに多くの企業で始まっています
が、システムを活用した施工管理はもちろん、ドローンによる3次元
測量やICT建機等の導入など、生産性向上に向けた工夫が必要です。



４（３） 適正な工期の確保に向けた受発注者の責務
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・若者が考える働きやすさの実現（人材確保）
後世に残るものづくりの面白さに興味のある若者を発掘しようと、企業では、インターンシップなどの

職場体験のほか、事業の情報発信も積極的に行われていますが、私生活も充実したい現代の若者にとって
はワーク・ライフ・バランスが重要で、「年休等の休暇がとりやすい」や「長時間残業がない」など職場
環境面での働きやすさを整えることも大切です。
また、技能者の方の賃金が日給月給制である場合、休むことは賃金の減少につながるため、休日を増や

そうとする流れにはなりにくい要因となっています。年間収入を確保した月給制等の賃金体系に変えてい
くためにも、人件費を含む適正な工事代金が下請事業者に支払われることが必要です。

※建設業は他業種と比べて年休取得率が低い状況です。



４（４） 適正な工期の確保に向けた受発注者の責務
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５ 建設業者における取組事例紹介

詳しく
はこち
ら↓
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